
［Ⅲ］広報部事業報告 

 

第１ 対外広報 

 

１．パブリシティ活動 

 

   パブリシティ活動における最大の利点は、莫大な広告料を掛けるこ

となく、有料広告以上の広報効果を得ることが可能なことである。 

上記の利点を十分に活用すべく、昨年度も積極的に報道機関に対し

て当会の活動及び社会的事業に関するニュースリリースを行い、テレ

ビやラジオ･新聞等に取り上げてもらうよう働き掛けた。 

昨年度の主な配信ニュースとしては、①県下一斉無料法律相談会、

②中学生向け出張講座の開催、③司法書士多重債務無料相談強化週間

が挙げられるが、その他にも様々な当会の取り組みについて報道機関

に配信し、当会の事業及び司法書士の社会的職能を広報した。 

その積極的な要請が功を奏し、①県下一斉無料法律相談会について

は、ＮＨＫ・民放テレビ局・民放ラジオ局による予告報道、北國新聞・

北陸中日新聞２社による予告記事の掲載がなされ、相談日当日は新聞

社２社が取材に訪れ、その相談会の結果が朝刊に掲載された。 

    また、②中学生向け出張講座についても、北國新聞・北陸中日新聞

に記事が掲載されたほか、地元ケーブル局にて放送された。 

さらに、２月の「相続登記啓発月間」においても、会員からの協賛

金による新聞広告のほか、各事務所での面談による無料相談会開催の

記事が新聞社２社に掲載された。 

 

事 業 費 金 １０５，０００円（予算 金５０，０００円） 

旅費日当 金   ５，３５０円（予算 金５０，０００円） 

 

 

２．多重債務問題に関するポスター及び新聞折込チラシの作製 

 

国、地方自治体及び法律実務家等の弛まぬ活動により、借金に苦し

んでいた多くの方々が法的救済を受けている一方で、未だ相談すべき

場所が分からず苦しんでいる方々が数多く存在する現状に鑑み、昨年

度はさらなる多重債務者の掘り起こしのため、当会の多重債務問題へ

の取組みに関するポスター及び新聞折込チラシを作製した。 

ポスターは７００部作製し、平成２０年１２月には県市町・裁判所・

法務局及び県内の全公民館へ掲示依頼を行い、各所にて掲示された。 

   また、七尾市で発行する北國新聞・北陸中日新聞２社の平成２０年



１１月２９日朝刊にチラシを折込んだ。 

これらが功を奏してか、多重債務に関する相談件数（電話・面接）

は、平成２０年１２月に６８件（前年度５２件）、平成２１年１月に

１０５件（前年度５５件）、同年２月に１００件（前年度８４件）と

増加した。 

 

事 業 費 金 ４２６，３００円（予算 金４２０，０００円） 

旅費日当 金   ２，０８０円（予算 金 ３０，０００円） 

 

 

  ３．『家庭の法律知識・トラブル解決 ○本（まる本）』の無料配布 

 

県民の抱える法的問題の解決及び紛争予防の一助となることを願い

制作された『○本（まる本）』を、石川県司法書士互助会より３００

０部購入の上、出張講座や相談会等において聴講生・相談者に対し無

料配布し、県民に身近な法律家としての司法書士を広報した。 

 

購 入 費 金 ４９５，０００円（予算 金      ０円） 

旅費日当 金 １００，４５０円（予算 金      ０円） 

 

 

４．講師派遣事業（出張講座）の実施 

 

講師派遣事業については、例年通り、広報部の重点事業として取り

組んだ。 

昨年度も例年同様、公民館からの申し込みが多く、主に年配の方々

に対して悪質商法・振込詐欺・相続・遺言･成年後見等のテーマを中心

とした講義を実施し、分かりやすく説明した。 

高等学校や短期大学等に対しては、学年やクラス単位で講義をして

ほしいといった学校側の要望に応じて講師を派遣し、契約・カード・

サラ金・悪質商法等のテーマを中心に講義を実施した。 

また、昨年度から、中学生向け出張講座も開始した。（別表１参照） 

 

事 業 費 金 ７６４，０００円（予算 金１，２００，０００円） 

旅費日当 金  ６５，２００円（予算 金  １８０，０００円） 

 

 

５．全国一斉無料法律相談の実施（法の日記念・日司連協賛） 

 

平成２０年９月６日（土）に、毎年恒例の県下一斉無料法律相談会



を石川県司法書士会館ほか有名デパート等１５会場で開催した。 

なお、相談件数・相談内容・相談者の満足度などの詳細については、

別表のとおり。（別表２参照） 

 

事 業 費 金 ９１９，８１７円（予算 金９６０，０００円） 

購 入 費 金  ４０，０００円（予算 金 ４０，０００円） 

旅費日当 金 １８０，８５０円（予算 金１８０，０００円） 

 

 

６．「相続登記啓発月間」の実施 

 

日司連から、昭和５９年度より毎年実施している「相続登記はお済

みですか月間」への活動協力要請を受け、２月を「相続登記啓発月間」

と定め、期間中は県内の司法書士が各事務所で相続登記無料相談を実

施する旨を広報した。 

例年通り、新聞広告協賛者を募り、集まった協賛金にて北國新聞・

北陸中日新聞朝刊に協賛者の名前を掲げ、朝刊一面（全１５段）広告

を行った。 

 

協賛会員数 北國新聞   １３５名（昨年１３７名） 

          北陸中日新聞 １１２名（昨年１１３名） 

 

また、県内全市町役場担当部宛に、相続登記啓発月間の広報を依頼

するとともに、報道機関に対してニュースリリースを行った。 

その結果、市役所の広報誌・ホームページに掲載されたほか、新聞

社２社に記事として取り上げられた。 

    

事 業 費 金  ７１，５００円（予算 金１７０，０００円） 

旅費日当 金       ０円（予算 金 ３０，０００円） 

 

 

第２ 対内広報 

 

１．ホームページの管理運営 

 

当会ホームページ上に、当会の対外的活動を随時トピックスとして

掲示し、当会の実施する事業について広報した。 

また、会員相互の情報の共有化・親睦を図るため、できるだけタイ

ムリーな情報を会員へ伝達すべく、その方法につき継続して検討を加

え、当会ホームページの会員専用コーナーに必要な情報を随時掲載・



更新した。 

 

事 業 費 金  ８１，６７５円（予算 金２００，０００円） 

 

 

２．会員のホームページ立ち上げに関する奨励活動 

 

   会員のホームページ立ち上げを容易なものとするために環境設定

の検討を行い、ホームページの立ち上げ準備を行った。 

   

事 業 費 金       ０円（予算 金      ０円） 

 

 

第３ 広報部会・広報委員会  １６回 開催 

    

旅費日当 金 ２７８，９２５円（予算 金３００，０００円） 

 

 
事  業  費 合計金２，３６８，２９２円（予算 金３，０００，０００円）  
旅費日当 合計金  ６３２，８５５円（予算 金  ７７０，０００円）  
購  入  費 合計金  ５３５，０００円（予算 金   ４０，０００円）  
 
総  合  計 合計金３，５３６，１４７円（予算 金３，８１０，０００円）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


